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告訴状

　

平成２８年　５月１０日　

平成２７年　６月　８日　

東京地方検察庁　御中

告訴人

〒２６１－０００３

住所　　　　　　　　千葉市美浜区高浜６－１８－９

電話　　　　　　　　０９０－４８２４－７８９９

職業　　　　　　　　合同会社未来 代表

生年月日　　　　　　昭和２４年９月９日生

氏名　　　　　　　　長野恭博　　印

被告訴人

住所　　　　　　　　〒100-8929　東京都千代田区霞が関 2丁目 1番 1号
職業　　　　　　　　警視庁組織犯罪対策部組織犯罪対策第１課　司法警察官　警部補

氏名　　　　　　　　加来裕二、他の警察官ら多数（世田谷署の合同捜査チームのメンバー）およびその責任者(氏名

不詳）や外部へ情報提供をした警察官（氏名不詳）ら

第1章．告訴の趣旨

　　日本は、「不法就労」に対して、不法就労した外国人を「出入国及び難民認定法（以下「入管法」と言

う）」７０条「不法就労罪」で刑事処分し、不法就労させた雇用者を入管法７３の２条「不法就労助長罪」

で、両者を平等に刑事処分することで、日本国憲法の「法の下での平等」や恣意的に外国人を処分するこ

とを禁じた「国際法」に反しないように立法しています。

　しかし、実態は、（不法就労させた雇用者）を「不法就労助長罪」で処分せず、（不法就労した外国人

だけ）を「不法就労罪」で刑事処分し、国外追放にしています。

　これは、外国人を恣意的に差別することを禁じた国際法に反しています。日本国憲法の法の下での平

等にも反しています。

　不法就労させた「不法就労助長罪」で事業者を処分しないのであれば、不法就労させられた外国人も、

処分なし（無罪）が法の論理です。そうであれば当然、如何なる、不法就労の幇助者もいないというこ

とです。これが法の下での統治であり、基本的人権の尊重であり、国際法の遵守です。

　２０１０年に発生した当入管法違反幇助事件では、もっと悪質な、犯罪行為をしました。従来は不法

就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分せず、不法就労した外国人だけを「不法就労罪」で罰金刑

にして国外追放していたのですが、「不法就労助長罪」の雇用者にかわる、第三者の「幇助者」をでっち上

げ、平等に処分したように見せかけるため、第三者を刑事処分して、不法就労した外国人を罰金刑でな

く「懲役刑」にして国外追放したのです。第三者とは、採用予定の正犯に雇用契約書を提供した告訴人と

共犯とされた元部下の中国人「金軍学」です。

　私と共犯とされた「金軍学」は、中国人の不法就労に対して、その幇助行為をしたとして、国際法を遵

守するため創設された、不法就労に対する幇助行為や助長行為を規定した特別法である「不法就労助長

罪」でなく、不法にも、「内容虚偽の雇用契約書」を提供したから、在留資格が容易に得られた。それで日

本におられた。日本におられたから不法就労できた。との因果関係で、一般法である刑法の「幇助罪」を

乱用され実刑（懲役刑）を受けました。
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　私達だけでなく、私の知る限り、２０１４年、２０１５年にはフィリピン大使館職員や外交官まで同

様の不法な論理で「幇助罪」が適用され刑事処分されております。

　私の主張は、　刑法の幇助罪適用は、以下の理由により適用法違反による犯罪行為です。被告訴人らの罪

名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。

１．不法就労に対する幇助罪は、特別法にあたる、入管法の７３の２条「不法就労助長罪」で規定されていま

す。正犯や警察官、検察官も認めるように、私は、「不法就労助長罪」に規定する行為はしていません。

2．正犯を雇用した事業者は何れも、お咎め無しで入管法が規定する「不法就労助長罪」で処分されていませ

ん。そうであれば雇用された正犯もお咎め無しの無罪です。そして如何なる幇助者も存在しないということ

です。

3．次に、「内容虚偽の雇用契約書」の提供が在留資格の取得を容易にしたとは言えません。

　

　在留資格を容易に取得させたというが、在留資格の付与条件は法律で規定されておらず、付与条件は未公

開で、法務大臣が裁量で付与するものであり、在留資格を容易にしたとは言えません。

　「内容虚偽の雇用契約書」で在留資格を得たのであれば、入管法２２条の４の４在留資格取消で規定する

とおり不法就労とは別個のものです。

　仮に「内容虚偽の雇用契約書」で法務大臣より技術や人文国際の在留資格を得たとしても、技術や人文国

際の在留資格の範囲で働いていれば、不法就労（資格外活動）にならないことは自明の理です。したがって

在留資格の取得と不法就労とは何ら関係のないものす。

　憲法３１条に　「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他

の刑罰を科せられない。」（法律の定めとは、国会で制定した法律を指します。地方議会で制定した条例も含

む）に照らして、雇用契約書の提出は、法律でも、省令でもなく、課長通達で外国人に提出を求めるもので、

事業者として協力したものであり、仮に虚偽であるとしても、法務大臣が裁量で与える事案について刑事罰

を科す根拠法がありません。唯一あるのは、法務大臣は、その対処として入管法で在留資格を取消ことがで

きるとしています。

　在留資格の付与は法務大臣の裁量ですが、法務大臣は法律ではない法務省の「省令」で、技術や人文国際に

ついては、大学、短大等を卒業して専門知識をもっていることを付与方針として規定していますので、「卒業

証書」であれば在留資格付与の大きな要因だと推測できますが、雇用契約書が在留資格の取得を容易にする

とは言えません。

　在留資格を得られたから本邦におられた。本邦におられたから不法就労できたと言うが、在留資格は付与

条件を未公開で法務大臣が裁量で与えるものです。

　在留資格を受けても、更に入国許可（パスポートへの証印）も許可条件を未公開で、外務大臣が裁量で許

可を与えて在住（入国）が可能になるものです。よって、雇用契約書が虚偽だとしても両大臣の裁量権限を

容易に左右できるとは言えません。

　

　事実として、在留資格は法務大臣が裁量で付与するものですから、告訴人らは、入管との質疑などで在留

資格について次のように説明され運用させられていました。

　１）「卒業証書」で在留資格要件が満たされ専門知識があれば、雇用会社が不適当若しくは雇用契約書が

虚偽などの場合は、外国人に対して、雇用契約会社を変えさせて再申請させている。

　２）雇用契約書を交わした外国人が在留資格を受けて入社しなくとも、在留資格は外国人個人に付与す

るもので、付与後は、在留資格（技術や人文国際）の範囲でどこで働こうと自由である。
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　３）在留資格を取得後、雇用契約会社に入社できなくとも、直ちに在留資格が取消されるのではなく、一

定期間内に、在留資格の範囲で雇用先を見つけ就労できる。

　よって、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にしたとはいえず、また、在留資格の取得

と不法就労とは何ら、因果関係はありません。

　前記したように「内容虚偽の雇用契約書」で法務大臣より裁量で、技術や人文国際の在留資格を得たとし

ても、技術や人文国際の在留資格の範囲で働いていれば不法就労にならないことは明白で、「内容虚偽の雇

用契約書」と不法就労とは関係のないことは自明の理です。

　彼等が不法就労者になったのは、働く資格のない在留資格の外国人を雇用して働かせた事業者の責であ

ることは自明の理であります。

　以上により、入管法の立法趣旨どおり、不法就労に対する幇助・助長行為は「不法就労助長罪」に規定する

とおりで処分しなければ不当であり、幇助罪の適用は不法です。

　２０１５年、大阪で中国人留学生がホステスをして「不法就労罪」で処分され「国外退去」になりましたが、

不当だとして裁判で争い、無罪になっています。

　このときの判決理由は、資格外活動として、週に２８時間の就業時間制限や風俗営業での就労を認めてい

ないのは、入管法本則（法律）ではなく細則（省令）なので、法律違反ではないとして起訴を退けたのです。

4．外国人は日本におられるようにしたら犯罪をすると断定するのは、外国人に対する人権侵害です。そし

て、外国人を日本におられるようにしたら、その外国人が犯罪行為を犯せば幇助罪だとするのは幇助罪の乱

用で、国民は安心して生活できません。

　外国人のした不法就労に対して、その幇助行為の処罰を定めた「不法就労助長罪」でなく、日本に在住でき

るようにしたから犯罪ができたとの因果関係で、何ら刑事罰にならない在留資格取消行為の幇助を理由に

して、刑法の「幇助罪」を適用するのは、幇助罪の乱用で違法です。

　不法就労の幇助理由に、（課長通達で要求された）「（内容虚偽の）雇用契約書」を正犯に提供したから、

（法務大臣より裁量で）在留資格が容易に取得できた。在留資格が得られたから、（外務大臣より裁量で入

国査証が得られ）日本に在住できた。日本に在住できたから不法就労ができた。との因果関係で刑法の幇助

罪を適用していますが、前記したように、仮に「内容虚偽の雇用契約書」であっても在留資格の取得や入国査

証の許可とは、何ら法的な根拠がなく、明らかに因果関係がなく、又、日本におられるようにしたから犯罪が

できるとすることは外国人に対する悪質な差別であり、人権侵害であり、また、幇助罪の乱用で違法です。

　日本では、こうした遠い因果関係の論法を「風が吹けば桶屋が儲かる論法」と言います。風が吹けば、何故、

桶屋が儲かるのか・・・？因果関係を話せば長いのです。そしてシナリオは色々あります。つまり、因果関

係は「こじつけ」なのです。

　こうした、遠い因果関係で幇助罪を適用する習慣が根付いていれば、恐ろしい日本社会です。国民は安心

して生活ができません。

　

　日本に在住できるようにしたから「不法就労」ができた。よって、因果関係は明白であると言うが、外国人

にアパートの一室を貸して、日本に在住できるようにした。日本に在住できたから殺人ができたとしてアパ

ートのオーナーに「殺人罪」の幇助罪が適用できるのでしょうかか？？？この答えとして、

　取調べの警察官は、「社長、中国人が不法就労したから、不法就労に対する幇助罪で済むけど・・・・中国

人が、殺人をしていたら、殺人罪に対する、幇助罪ですよ！気をつけてくださいよ！」と言いました。既に、ア

パートのオーナーに、殺人罪の「幇助罪」を適用しているのです。

　外国人を平等に扱う日本人を面白く無いと思えば、この日本人に対して、裁量で殺人の幇助者にもしてい
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るのです。人権侵害の根本は、恣意的な外国人排除の習慣が根付いているからです。

　よって被告訴人らの罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。

 

 　個々については、第２章　告訴事実記載しますが、「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を

逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、

①主体が特別公務員であること、・・・・事実　警察官、検察官や裁判官らです。

②人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。

③職権を濫用したこと、によって成立します。・・・・職権を濫用したか否かですが、濫用とは、職務上の権限を不法

に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け

入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。

　職務権限については、第三章　注釈的説明で　記載しますが、警察官について言えば　 刑事訴訟法　第百八十

九条　警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、

司法警察職員として職務を行う。

２　司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとします。

と規定されています。

　よって、犯罪が思料されない、つまり、なんら法に違反していないのに、捜査、逮捕、監禁することは、不法

な行為であり、特別公務員職権乱用罪にあたります。

　告訴事実に記載のとおり、不法な内容嘘偽の逮捕状等を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の

権限を行使しています。

　特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるの

で、犯罪は成立します。

　名誉回復のための手段は「再審請求」です。しかし、「適用法の誤り」は再審請求できません。しかし事

件に関わった警察官や検察官の犯罪を起訴し、犯罪が確定すれば「再審請求」できます。

　私は、日本の司法が、法の下での統治、基本的人権の尊重、国際法の遵守を実現する証として、検察が

自主的に再審請求することを望んでいます。

　

　よって、何度めかになりますが　告訴状を堤出いたします。

　以下の被告訴人の所為は、刑法１７２条虚偽告訴罪および刑法 194条　特別公務員職権濫用罪に該当す

る者と考えるので、被告訴人を厳罰に処することを求め告訴します。

第２章．告訴事実

Ⅰ．警察官らの　虚偽告訴罪の犯罪事実

１．　被告訴人の警察官らは、平成２２年６月１５日前頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何

ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、手柄を得たい被告訴人は、不法就労した

正犯を通常の対処と異なり、入管法違反（資格外活動）で厳しく懲役刑にすることを画策し、それには国際

法に反しないために、入管法の幇助者である雇用者を不法就労助長罪で処罰せねばならないが、情により処

罰したくないので、告訴人を代わりの幇助者としてでっち上げ刑法で処罰させることを画策し、内容虚偽の

雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪であるとして、月島署に逮捕監禁中の告訴人を入管

法違反（資格外活動による不法就労）の幇助罪の容疑などで、東京地方検察庁に内容嘘偽の罪名で虚偽告

訴（送検）したものです。

２．　被告訴人の警察官らは、平成２２年７月４日前頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら

犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、手柄を得たい被告訴人は、不法就労した正
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犯を通常の対処と異なり、入管法違反（資格外活動）で厳しく懲役刑にすることを画策し、それには国際法

に反しないために、入管法の幇助者である雇用者を不法就労助長罪で処罰せねばならないが、情により処罰

したくないので、告訴人を代わりの幇助者としてでっち上げ刑法で処罰させることを画策し、内容虚偽の雇

用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪であるとして、荻窪署に逮捕監禁中の告訴人を入管法

違反（資格外活動による不法就労）の幇助罪の容疑などで、東京地方検察庁に内容嘘偽の罪名で虚偽告訴

（追加送検）したものです。

　以上２件の告訴事実（犯罪事実）について、以下は虚偽告訴の目的を補充

　「何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは」詳しくは、第１章．告訴の趣旨で記載しました

ので、以下は犯行の動機、犯行目的などを記載します。

　この事件は、入管法で規定する犯罪である。

不法就労に対しては、不法就労をした外国人を「不報就労罪」で、また、不法就労させた事業者を、不法就労に

対する幇助罪である「不報就労助長罪」で公平に処分することが規定されている。

　よって、入管法の不法就労に関しては、両罪でこの事件は完結しなければないが、正犯のみを「不報就労

罪」で刑事処分し、不法就労させた事業者を、不法就労に対する幇助罪である「不報就労助長罪」で公平に処

分せずに、内容虚偽の雇用契約書を提出し、在留資格の取得を容易にしたので正犯は不法就労ができたとし

て、告訴人を不法就労の幇助罪としたが、前章の告訴の趣旨で記載したとおり、不法である。

　従来は、不法就労した外国人だけを恣意的に「不法就労罪」で罰金等などで刑事処分し国外退去させ、不法

就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分していないが、法の下で公平でなく、国際法に反する行為であ

るので、外国人も無罪としなければならないが、この事件では、手柄を得たい入管法に熟知した被告訴人は

検察官と共謀し、不法就労させた事業者を情により処罰せずとも、不法就労者を処分する新たな手口を画策

したのです。

　先に不法就労で逮捕した正犯を罰金刑ではなく懲役刑として刑事処分するため、法の下で平等に処分す

るように見せかけ、また国際法にも反しないとするため、告訴人らを虚偽の幇助者とすることで、不法就労

の両者を公平に刑事処分したように見せかけるため、入管法違反（資格外活動）の刑法幇助罪の犯罪者と

して、でっち上げたのです。そのため虚偽逮捕、虚偽送検の犯罪を企てたのです。

　

　在留資格の付与条件は未公開で、在留資格は法務大臣が裁量で付与するものです。そして、仮に正犯が、内

容虚偽の雇用契約書を提出して、技術や人文国際の在留資格を得ていた場合には、法務大臣は、入管法２２

の４条の４により「在留資格の取消」を行うことができると入管法は規定しているので、入管法では不法就

労と内容虚偽の雇用契約書との因果関係は全く無い。

　仮に正犯が、内容虚偽の雇用契約書を提出して、技術や人文国際の在留資格を得ていたとしても、在留資

格の範囲内で働いていれば「不法就労」とならないことは自明である。

　真実は、正犯が、在留資格の範囲外で就労したので、不法就労となったものである。それは「不法就労助長

罪」で規定するように、正犯を雇用して資格外の不法就労をさせた事業者がいたからである。

　よって、仮に内容虚偽の雇用契約書であったとしても、不法就労とはなんら因果関係はないが、一般国民

が入管法や国際法に疎いことを悪用した犯罪で、外国人だけをを「不法就労罪」で懲役刑として刑事処分し

て手柄を立てたいばかりに、不法就労とは因果関係のない、「風が吹けば桶屋が儲かる論法」で、不法就労と

は関係ない第三者を不法就労の幇助者としてでっち上げ、刑法の幇助罪を乱用しているのである。

　告訴人の経営するレフコ社は、昭和 58年 10月設立、資本金 16,492万円あり大会社だったので、犯罪者に

すれば社会に与えるインパクトが大きいので、手柄が大きいと考えたのです。
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　送検は、告訴人を入管法違反幇助犯として刑事処罰を求めるものです。

　犯行目的は、不法就労した正犯と不法就労の刑法幇助罪をした告訴人らの両者を犯罪者とすることで、先

輩警察官ができなかった、入管法違反事件でおそらくはじめての、不法就労助長罪で事業者を刑事処分しな

くとも、在留資格取消の幇助者を処分することで、不法就労した外国人を刑事処分することが出来る実績を

作り、手柄をたてるためです。

　事実、この後フィリッピン大使館職員や外交官は、この手口で犯罪人にされています。

　したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに卑劣な手口で犯罪者にされたので、

被告訴人らの不法な虚偽告訴は、単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為（後述）です。

　よって、被告訴人の行為は、刑法１７２条　虚偽告訴罪に該当します。

Ⅱ．警察官らの　特別公務員職権乱用罪刑法の犯罪事実

１．　被告訴人の警察官らは、平成２２年６月１４日１１時半頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴

人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労

した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、世田谷署において告訴人を入管法違反（資格外活動

による不法就労）の幇助罪の容疑で、事前に東京簡易裁判所に逮捕令状を嘘偽請求し、被告訴人は持ってい

る職権を乱用し内容嘘偽の不法な逮捕令状で、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法

な逮捕・監禁を行ない取調べを行ない、その後も、月島署に移送して不法な逮捕監禁を行ない取調べを行っ

たものです。

２．　また　被告訴人の警察官らは、平成２２年７月３日頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は

何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した

正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、月島署に留置中の告訴人を入管法違反（資格外活動によ

る不法就労）の幇助罪の容疑で、事前に東京簡易裁判所に（再）逮捕令状を嘘偽請求し、被告訴人は持って

いる職権を乱用し内容嘘偽の不法な逮捕令状で、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不

法な逮捕・監禁を行ない、その後も、世田谷署及び荻窪署に移送して、不法な逮捕監禁を行ない取調べを行

ったものです。

　以上２件の告訴事実（犯罪事実）について、以下は虚偽告訴の目的を補充

　　「何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは」は　前記　Ⅰ．警察官らの　虚偽告訴罪の

犯罪事実　に同じ。

　したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに、卑劣な手口で犯罪者にし、不法な手段で意思決定

の自由を圧迫しての、被告訴人の不法な逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為

（後述）です。

　よって、被告訴人の行為は、刑法１９４条　特別公務員職権濫用罪に該当します。

Ⅲ．悪質な故意のある犯罪行為　（告訴事実の故意について）

Ⅲ-Ⅰ．被告訴人の犯罪の悪質性

1．風が吹けば桶屋が儲かる式の結論ありきの強引な因果関係による幇助論はぞっとします。

　被告訴人の嘘偽告訴・逮捕監禁の犯罪趣旨は、告訴人が共犯者の金軍学と共謀し、内容虚偽の雇用契約書

を不法就労した正犯に提供することで、正犯は在留資格を取得できた。正犯は在留資格が得られたので日本
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に在留できた。在留できたので不法就労することが出来た。

　よって、入管法違反（資格外活動による不法就労）の幇助行為をした犯罪であるとしたのです。

　理由とした因果関係は、入管法の趣旨を大きく逸脱し、また幇助罪論理さえ逸脱した、明らかに適用法を

違法にこじつけた明らかに故意のある犯罪です。

　こういう「風が吹けば桶屋が儲かる」論法が許されるのであれば、在留できたので不法就労することが出

来た。の部分は、在留できたので殺人ができたとして、殺人罪の幇助罪にも出来るのです。

　もちろん、幇助罪ですから、故意がなければなりませんが、結論が決まっていますから、故意はいくらでも

でっち上げることができます。

　この事件でも、金軍学が報酬（謝礼）の分け前をを銀行振り込みしたとしています。

　告訴人は、内容虚偽の雇用契約書を正犯に提供したわけでなく、リーマンショックで予定していた４月の

定期入社の採用ができなくなったので、採用を中止したためです。

　告訴人は、リーマンショックがなければ、採用して、派遣で、一人あたり月１０万円くらいはピンはね出来

ますので、虚偽の採用をする必要のないことは、業界の者でしたらすぐにわかります。しかし、特別公務員は

税金で給与を貰っているのでビジネス感覚がまったくわからないのです。それで、被告訴人は、リーマンシ

ョックなどの経済状況変化のわからない特別公務員なので、正規の雇用契約書を内容虚偽の雇用契約書と

決めつけるのです。

　これで、でっち上げの材料はできたのですが、幇助罪ですから「故意」が必要になります。

それで、採用を任せた金軍学のブローカー業務的な、謝礼の受け取りに着目するのです。

　求人を任せられた採用担当は、有利な立場に立ちますから、中国文化では当然、謝礼の受け取りが発生し

ます。この行為は感心しませんが中国文化では当たり前、むしろ儒教文化では、仲人などへの謝礼と同じ感

覚なのです。

　中国ビジネスで賄賂なしでは仕事ができないのと同じです。もちろん、中国文化を理解しない、論語さえ

読んだことのない被告訴人には、不道徳に見えるのです。それで、この謝礼の内、一部が告訴人に流れたとで

っち上げるのです。

　被告訴人の警察官は逮捕前に金軍学の経営する店に偵察に行き、彼がブローカー業務をやっていること

も知っているし、居抜きの店は従業員が数人いる大きな飲食店ですから、開店には１０００万円以上の資金

が必要なことくらい分かります。

　当然、この金は、ブローカー業務でためた資金からですが、４人からの謝礼を全部合計しても１０００万

円にはなりません。しかし、強引に一部が告訴人に流れたとして故意論をでっち上げるのです。　

　公判でも検察官中野麻衣は、レフコ社に入金された普通預金の記録から「キン」の名前で入金されている

のは「金軍学」であると断定したのです。

中国人が、「姓」のみで銀行振込することは１００％ないと中国人はいいます。日本人でもしません。

　また報酬（謝礼）の金を銀行振込することも絶対ないと言いますが、警察官、検察官らは、自らの生活習

慣をそのまま中国人にあてはめたのです。

　しかし、警察官、検察官らが、仲人さんへの謝礼やお中元、お歳暮を銀行振込で、しかも「姓」だけで行って

いるとは、衝撃でした。

　当事件は、前記しましたように、在留資格の付与は法務大臣が裁量で与えていますので、在留資格の取得
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を容易にしたとは言えません。省令で規定する卒業証書と違い、雇用契約書の提出は課長通達ごときで提供

するものであり、刑罰を課される法的根拠は全くありません。明らかにでっち上げの犯罪といえます。

2．入管法が主として外国人の処遇を扱う法律であり一般に知られていないことを悪用

　（虚偽告訴の目的を追加補充）

　不法就労の助長行為対策として入管法の趣旨では、不法就労の直接的因果関係は、不法就労助長罪に規定

する事項です。

　仮に内容虚偽の雇用契約書で法務大臣より、技術や人文国際などの在留資格を得たしても、在

留資格の範囲内で就労すれば、不法就労にはなりません。

　不法就労になるのは、在留資格外で働いたので資格外活動の不法就労になるのです。しかし、外国人が、い

くら不法就労したくとも、働かせる事業者がいなければ不法就労者になりえません。

それは、事業者が働く資格のない外国人を雇用した不法就労させたからです。雇用されなければ、

１００％不法就労者にはなりえないのです。それで不法就労助長罪が創設されているのです。

　在留資格の付与条件は未公開であり、在留資格は法務大臣が裁量で与えたものですから、法務大臣には、

在留資格の取消権限を与えています。　

　もし在留資格取消を受けたとしても、退去強制の行政処分であり、告訴人を刑法の幇助罪で国外退去の刑

事処分をさせることは出来ません。

　このため、起訴直前の平成２２年７月１日施行の入管法改正で、他の外国人に嘘偽の書類を提供、幇助し

て在留資格を得させた外国人は、国外退去の行政処分となった（以前は処分なし）ことからも、嘘偽の雇用

契約書の提供がなんら犯罪にならないことは充分承知の上で、入管法という主として、外国人の処遇を扱う

法律が、一般に知られていないことを悪用し計算された故意の犯行であることは明白です。

３．マスコミを使って、虚偽の情報操作で、犯罪を正当化した

　この犯行をするにあたっては、警察官は捜査を指揮した検察官徳永国大と共謀し用意周到にマスコミに

嘘偽報道の情報操作までしております。

　一般の国民には、不法就労に対する幇助罪である、飲食店で働かせた不法就労助長罪で逮捕されたような

印象を与える一方、長期滞在できるビザを取らせるため、ウソの雇用契約書などを東京入管に提出させたと

も報道しています。　この犯罪は、そこまで計算され尽くした犯行なのです。

　逮捕直後のお昼のニュースで、NHKはじめ全ての TV局が、一斉に事前に作成された同じ内容の映像と

記事をニュースとして流しております。逮捕事実を受けてからの制作した報道でないことは、誰の目にも明

らかです。

　翌日朝刊では、読売新聞等が大きく嘘偽報道をしていますので、情報源は警視庁であることは明らかであ

り、検察官も共謀しての捜査指揮のもとに、犯行が用意周到に計画されたものあることは明白で、犯行の故

意は隠せないものです。

　しかし、この虚偽情報により、裁判官に予断を与えたことは、否定出来ないと思います。

詳しくは、第４章　Ⅲ．用意周到に計画された嘘偽情報操作による犯罪の遂行事実　参照

　上記のとおり、この事件は、単なる適用法を誤って誤認逮捕した事件とは、まったく異なり、不法を覚悟で

の計算された犯行であるのです。

　ですから、この事件に関わった、数多くの、全ての警察官、検察官、裁判官、そして弁護人までもが犯罪を犯
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しているのです。まさに司法疑獄事件となっているのです。

　

　よって、この巧妙に計算された職権濫用の犯意は　悪質な　故意　であると言えるのです。

　犯行目的は、若い検察官と警察が共謀して、誰もできなかった、入管法違反（資格外活動による不法就労）に対

し刑法幇助罪を適用することで、不法就労した外国人を入管法どおり刑事処分することが可能となり、警察史上、

検察史上で、おそらくはじめての実績をあげることで立身出世を図るためと思われます。

　被告人の会社は公開準備中でもあり資本金は 1億 6千万以上あり、大会社ですので、「大会社の社長のクビと

ったぞ」とやったのです。

　これが、実績となり、平成 27年 2月には「フィリッピン外交官のクビとったぞ」とやってしまったのです。

　日本を法の下で統治される国にしなければなりません。そのためには、一刻もはやく関係者を逮捕監禁して捜査

をしなければ、恐るべき人権侵害被害はますます拡散されていきます。

Ⅲ-Ⅱ．特別公務員職権濫用罪の故意

1．特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性

　「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公

務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、

①主体が特別公務員であること、・・・・事実警察官です。

②人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。

③職権を濫用したこと、によって成立します。

職権を濫用したか否かですが、濫用とは、

　職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に

対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。

　告訴事実に記載のとおり、内容嘘偽の逮捕状等を裁判所に申請し、不法な内容嘘偽の逮捕状を提示するなどし

て意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。

　特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、

犯罪は成立します。

2．特別公務員職権濫用罪の裏にある、（嘘偽告訴の）重大な故意

　警察官らは、不法な逮捕・監禁をなすにあたって、正当な逮捕理由を装い、嘘偽に、犯罪が思科される内容で逮

捕令状を請求し（嘘偽告訴）、逮捕令状を取得し、逮捕・監禁を巧妙に正当化していますので、嘘偽告訴罪成立に

も必要な、重大な故意のあることを、

前記　Ⅳ-Ⅰ．被告訴人の犯罪の悪質性に加え更に述べます。

　入管法違反（資格外活動による不法就労）事件は珍しい事件ではありません。

日常的に発生している事件です。

　事実として、告訴人が収監された警察の留置所は、不法就労の逮捕者で溢れかえっていました。不法滞在１０年

以上も珍しくありません。多くの場合、情により雇用者を不法就労助長罪で逮捕さえせず処分しませんので、不法

就労した外国人の内、不法滞在者は、通常は刑事処分はせずに入管送りで国外強制退去です。
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　正規の滞在資格は、多くの場合、不法にも法の下での平等に反し罰金刑などで刑事処分をして恣意的に国外退

去をさせているのです。しかし、この事件では正規の滞在資格であるため、罰金刑で国外退去とするところを、懲

役刑にして手柄を得るため、在留資格の付与条件は法律の定めがなく法務大臣が未公開の付与条件で裁量によ

り付与するものであるにも関わらず、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にしたとして虚偽の

幇助者をでっちあげて不法就労罪を適用した、極めて悪質な犯罪です。

　余談ですが、大阪の中国人女子留学生がホステスとして働いていて、資格外活動の不法就労罪で逮捕され、国

外退去のになりましたが、この留学生は珍しく裁判をしました。

　裁判の結果、無罪になっています。留学ビザでは資格外活動として風俗で働いてはいけないとか、週に２８時間

の就業時間を「決めているのは本則（入管法）でなく省令だからです。

　在留資格の付与条件は法律で規定されておらず非公開で法務大臣の裁量であり在留資格を容易にしたとも言

えず、虚偽の書類提出は国外退去の行政処分であることも知っており、正犯を逮捕理由とした、犯罪事実が「在留

資格取消」の幇助理由であることは１００も承知しており、入管法事件を扱う正犯の職権濫用の犯意は　明らかな

故意（認識有る過失）　です。

　さらに、逮捕され（平成２２年６月１４日）後、起訴される月の平成２２年７月１日より施行された、入管法改正では、

「在留資格取消」に、他の外国人に対し嘘偽の書類の堤出を幇助したりした外国人は、国外退去とする条項が追

加され施行されたことでもわかるように、

　入管法の嘘偽の書類堤出の幇助が刑事処分の対象でないことは明白であり、

入管法事件を扱う警察官らの職権濫用の犯意は　故意（認識有る過失）　であると言えるのです。

　不法就労に対しては、法の下の平等及び国際法に反しないように、入管法違反（不法就労）では、不法就労した

外国人を不法就労罪とする時は、不法就労させた事業者を、不法就労助長罪で、平等に刑事処分することが、入

管法の趣旨であることからも、　不法就労の幇助罪に、不法就労助長罪以外を適用することが相当でないことを、

入管法違反（不法就労）事件を扱う司法警察官は、当然、熟知していたので、不法就労罪に対して、在留資格取

消の幇助理由を刑法幇助罪の幇助理由とすることは、計画された故意（認識有る過失）であると言えます。

　事実として、多くの入管法違反（資格外活動の不法就労）では、

不法就労した外国人を逮捕しますが、雇用者を不法就労助長罪で処罰せず、不法就労させられた外国人を、法の

下での公平や恣意的な処分で国際法に反するのを承知で、少額罰金で刑事処分し、入管送りとして国外退去させ

ていたことも職務上、充分に知っていたのです。

　従って、入管法の不法就労に関係する不法就労罪、不法就労助長罪、在留資格取消などの法律は充分理解し

ての犯行ですから、職権濫用の犯意は　故意（認識有る過失）　であると言えるのです。

　取調べの際、不起訴で釈放されると思った司法警察官（賀来）は、こう言ったのです。

これからは、入管法でわからなければ、警察に聞いてくださいよ。

私でわからないところは、専門の人がいるので聞いて教えますよ。

このことからも警察は入管法に熟知しており計算された明らかな故意です。

　捜査指揮をした若い検察官徳永は、

取調べの際、告訴人が、罪刑法定主義では何の罪にもならないと言うと、

「私は偉いのです。誰があなたのことを信じますか、誰もあなたの言うことを信じませんよ」

「私は偉いのです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑にでも出来るのです」

「私は偉いのです。多くの中国人は不起訴または少額罰金で入管送りになります。貴方も認めれば罰金刑にしま

す」と言ったのです。

誰も信じなかったのは確かですが、このことからも計算された故意です。
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３．未必の故意

　在留資格の付与条件、入管法の在留資格取消（２２条の４）や不法就労助長罪（７３条の２）の存在を知らなかっ

た、失念していたので、単なる過失だと言い訳するのであれば、

不法就労に関わる入管法事件を扱う司法警察官として、入管法の趣旨、関連条項の創設、改定趣旨やその内容

などの法令調査を怠たって、職務を行うことは、

適用法誤りにより、取り返しがつかない人権侵害をおこし、被害者を社会のどん底に引きずり落とす悲惨な結果に

なることは、職務の性格上、充分認識していたとされるので、「未必の故意」といえます。

　また、入管法違反事件を扱う警察官が、入管法を知らなかったと言うのであれば、法治国家としての体をなして

いないので、許されることではありません。

　警察官が、法律を知らなかったので、

適用法を誤ったと平然とするのでは、国民は安心して生活できません。

　よってこうした適用法誤りによる人権侵害がおきないように、警察組織、検察組織、裁判所の組織は法の下での

統治を行う、罪刑法定主義によるチェック機能がついた司法行政になっていますが、事実、この事件では、なんら

機能せず適用法誤りにより実刑を受けております。さらに告訴状・告発状を受理せず握りつぶしていますので、国

際社会の力をかりて、毅然として関係者を処罰しなければ、法の下での統治が実現しないのは明白です。

　この問題は根が深いので、日本人の私だけでは解決できません。日本政府（司法行政）は、一部の日本人

や多くの外国人に対して、法の下で統治せず、深刻かつ組織的な人権侵害を引き起こしています。助けてく

ださい。として、国際連合人権理事会に救援を求めています。

Ⅲ-Ⅲ．虚偽告訴罪の故意

　入管法違反幇助事件においては、警察官、検察官は、特別公務員職権乱用罪に加え嘘偽告訴罪で告訴してい

ます。

　虚偽告訴罪は、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とします。

故意犯、目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。

　虚偽告訴罪の「故意」についても、特別公務員職権乱用罪で記載した内容と同じです。

Ⅲ-Ⅳ．司法関係者の犯罪を告訴・告発することは、日本人としての私の責務です。

　事実、こうした犯罪行為を許すので、私とまったく同じ事件内容で、フィリッピン大使館職員やフィリッピン外交官

への人権侵害（冤罪）を国家犯罪として引き起こす結果が続いているのです。

　詳しくは　第３章　５．フィリッピン大使館入管法違反事件　参照　（新聞記事添付）

以下の記載は、当告訴に関する関連事項です。

第３章．注釈的説明

１．警察官の職務権限

刑事訴訟法

（昭和二十三年七月十日法律第百三十一号）

第一章　捜査
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第百八十九条　警察官は、それぞれ、

他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、

司法警察職員として職務を行う。

○２　司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、

犯人及び証拠を捜査するものとします。

司法警察員は、司法巡査が有する捜査に関する権限を全て有します。

司法警察員が有する特別の権限としては、以下のようなものがある。

逮捕に関して

通常逮捕状の請求（刑事訴訟法 199条 2項）。

逮捕した被疑者の受け取り（同法 202条、215条 1項）。

被疑者逮捕時の犯罪事実の要旨・弁護人選任の告知、弁解録取、釈放・送致の決定(同法 203条 1項、211条、

216条)

差押、捜索、検証令状の請求（刑事訴訟法 218条 3項）

証拠品の売却・還付（同法 222条 1項但書）

鑑定留置処分の請求(同 224条 1項)、鑑定処分許可の請求(同 225条 2項)

代行検視（同法 229条 2項）

告訴・告訴、自首の受理・調書作成（同法 241条 1項 2項、243条、245条）

検察官への事件送致（同法 246条本文、242条、245条）

捜査機関

捜査は、捜査機関によってなされる。

刑事訴訟法が規定する捜査機関としては以下が挙げられる。

一般司法警察職員（＝警察官）（刑事訴訟法 189条 2項）

特別司法警察職員（警察官以外の司法警察職員）（刑事訴訟法 190条）

検察官（刑事訴訟法 191条 1項）

検察事務官（刑事訴訟法 191条 2項）

２．フィリッピン大使館入管法違反事件　

　読売新聞等２０１５年２月２０日付朝刊によりますと、フィリピン大使館の外交官や職員が、入管法

違反で刑事処分されたと、社会面いっぱいに報道しました。

　記事の内容は、フィリッピン大使館職員の運転手が、家事使用人として自国のフィリッピン人を雇用

すると偽って、フィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、フィリッピン人が入管に申請し、「特

定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人として働かずに、都内の造園会社で働いたとして、3人を

入管法違反（資格外活動）の罪で、又、大使館職員の運転手を入管法違反（資格外活動）の刑法「幇助

罪」で２０１４年６月に逮捕、起訴した。

　裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還された。

　　さらに有罪判決を受けたうち２人の話を元に、運転手とは別に、外交官と大使館職員の男女３人の

名義で結ばれた雇用契約書などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認したとして、神奈川県

警は、警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、この４人から説明を受け

る必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れたが、帰国したと回答があったので、不

法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら３人について、今

月６日入管法違反幇助容疑で書類送検した。

添付の　フィリッピン大使館入管法違反　読売新聞記事コピー　１枚　参照
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　メディアを使って、洗脳し、犯罪を正当化するのは、私の事件と全く同じです。

己の出世欲顕示のために、日本の社会の法的無知を嘲笑っています。

新聞社にも記事訂正をするようにメールを送りました。フィリッピン大使館にも手紙をだしています。

第４章．事件の補足説明

Ⅰ．家宅捜査

　告訴人長野恭博は、平成２２年５月中旬頃（金曜日）の 10時頃、告訴人の経営するＩＴ企業、株式会社レ

フコ（東京都千代田区九段北）に、被告訴人である世田谷署の合同捜査チームのメンバー１０人くらいが

来て、家宅捜査令状を示し、捜査を行った。

　なお口頭で捜査の罪名趣旨を聞くと、入管法違反幇助だと言う。

それで、告訴人が２、３日前に逮捕された中国人のことですかと聞くと、知っていれば話は早い。

中国人が資格外活動の不法就労をしたので、その幇助をした疑いの捜査だと言う。

　告訴人は、飲食店を経営していませんし、不法就労をさせてもいません。

つまり、不法就労の助長行為はやっていないと言うと、

そうじゃなくて、不法就労に対する刑法の幇助罪容疑だと言う。

　中国人に技術とか、人文国際の資格を取らせたろう！

「はい、定期入社に採用予定で、・・・・・です」「そうじゃないからきてるんだ！」

「何ですかそれは、・・・・」

「まあ、おいおい答えてもらおう・・・・」こんな感じの会話だったと思います。

　つまり、最初から、罪刑法定主義違反の家宅捜査です。

「在留資格取消」に対する幇助容疑です。

・・・・・・「在留資格取消」に対する幇助は刑事罪に出来ないと思います。

　ですから、犯罪の根拠がない不当な家宅捜査だったんです。

　入管法の事実調査だったら、

実需に基づく要員計画などの事実調査をしなければならないと思いますが、そうではなく、

源泉徴収代行サービスの金の流れを調べていたようです。

つまり、虚偽の書類（雇用契約書）を作成した幇助容疑で、

源泉徴収代行サービスの金の流れは、故意論の裏付けです。

　だとしても、・・・・・・「在留資格取消」に対する幇助は罪に出来ないと思います。

　入管の事実調査は雇用の実需に基づく事実調査です。

レフコ社は、何回か要求されて文書（注文書などの証拠を添えて）を堤出しています。

もし、虚偽と認定すれば、在留資格は発行されないだけです。

　レフコ社は、そのようなことは一度もありませんでした。

他社を受験して、虚偽の雇用契約書だとして、在留資格がとれなっかった中国人でもレフコ社の

雇用契約書で再申請をして取得できています。

　実際にあった話をしますと、

中国人AはB社を受験して、B社より雇用契約書をもらいます。そして入管へ申請します。

それには、代表取締役印（個人印）を押印が押印されていないのに気づいた入管職員が、

A社の社長に直接電話をすると、雇用契約書に代表印を押印していないと言ったのです。
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その後の調査で、担当部長が勝手に雇用契約書を発行していたのです。

この場合、虚偽の書類堤出です。虚偽の書類提出は故意の有無はありませんが、

親切な入管の審査官だったのでしょう。

処罰せずに、在留期間中に他社を探して再堤出するように配慮したのです。

それで中国人Aは、レフコ社に面接に来たのです。

　ですから、事実調査の想像はつきましたが入管の職員が来ないので、おかしいと思うのと、

調査が素人ぽいので、本当の警察官かも？心配でした。

　家宅捜索が始まって、まもなく知人の森徳氏が来社しますが、

すぐに警察官に外へつれて行かれ事情聴取を受けています。

森徳氏の来社は、前日ハードディスクを交換したので、パソコンのデータ復旧等のためです。

　告訴人のパソコンは２、３日前壊れたので、公判で証人尋問に立つ森徳氏に、家宅捜査の前日ハードディ

スクを交換してもらい、初期化してウィンドウズＸＰを初期設定したままでした。

そして取り外したハードディスクは、パソコンの左横の机の上に置かれていました。

押収するパソコンは、一人の捜査員が、何もない中身を２時間ほど座って調べていました。

他の数台のパソコンも他の捜査員が調べていましたが押収しませんでした。

　告訴人は、サーバの方が重要だと思い、捜査員に数台のサーバーの役割を説明して、

ディレクトリーを表示して説明しましたが、LINUXサーバーが全くわからないようで、

関心も示さず、押収もしませんでした。

　なぜ、この事を説明するかと言うと、

　逮捕後１０日目頃の取調べで、逮捕理由として、押収したパソコンが初期化されているので、

誰かが、「あの野郎証拠隠滅しやがって」といったことが逮捕につながったんですよと、

警察官（賀来）が本音の裏話をしたので記載しています。

　実際の逮捕理由は、こんなお遊びだったんです。理由は何でも良いのです。

普通は泣き寝入りをしますが、告訴人は絶対に許しません。

　度が過ぎていますし、未だに自首（再審請求して起訴の取り下げ）と謝罪、

そして財産権の復活をしないので国際社会に訴えているのです。

　話を続けます。

「あの時、初期化していると言ったではないですか」

「取り外したハードディスクは、机の横に置いてあったはずですよ。」

「室内の写真撮影をしていましたね！確認して下さい」　と言うと、

　警察官（賀来）は、

「その件は、後日、森徳さんに確認していますので疑いは晴れています」と言う。

「じゃあ、何なんですか」というと、黙ってしまう。

逮捕理由は・・・・いろいろ何で・・・又話しますという。

　家宅捜査に戻ります。

レフコでの押収品は会計帳簿、証憑、預金通帳や契約書等と告訴人が使用していたパソコンです。

　事務所の家宅捜索が終わると、お昼ごろでしたが、昼食抜きで、

次の家宅捜索場所に、警察のワゴン車で、告訴人の自宅（千葉市美浜区）に向かいます。

自宅につくと家内はパートに出ていませんので、告訴人が鍵をあけて入ります。
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そして、警察官は、家宅捜索の礼状を見せて、家に上がります。

告訴人が、「理由は、会社での家宅捜査を同じですか」と聞くと、「そうです」と言います。

　自宅では、家内の預金通帳が目当てです。１０分もすると、家内の通帳を押収します。

正犯も含め、レフコで源泉徴収代行サービスを提供していましたので、

その金の流れの確認です。

　麹町署にも確認して違法ではないと言うので、中国人らが、家内や森徳氏に給料分以上を振込し、

レフコは家内や森徳氏に架空の売上代金を請求し、中国人らに源泉徴収して給与として支払うものです。源

泉徴収した税金は毎月麹町税務署に支払い、年末調整は会計事務所に依頼して各自冶体にも源泉徴収の報

告をしていました。

　中国人らのメリットは実力以上の収入実績になりますので、収入実績を持って自分を高く売り込みでき

るからです。（リーマンショック前は、ものすごい売り手市場なので通用したのです）

　なお、この件については、始末書的に、上申書を書かされましたので、

警察官の言う文面どおり自書して、署名し提出しました。

告訴人も、この時点では、この家宅捜査の影響を甘く考えていたので、

大騒ぎをするつもりはありませんでした。

　自宅の家宅捜査が終了すると、世田谷署に同行させられました。

金の流れの事情聴取が主でした。

告訴人が、これは、不法就労に対する幇助の事情聴取ですかと聞くと、

警察官（加来裕二）はそうです。と言います。

　

告訴人は、不法就労助長行為は出来ませんし、やっていませんと言うと、

誰もそんなことは言っていません。刑法でいう幇助行為について捜査をしています。

　というので、（源泉徴収代行サービス）が幇助行為と言うのですかと聞くと、

「わかりません。いろいろあるうちの一つかもしれません」と言います。

　中国人を雇用した店はどうしたんですか？と聞くと、

それには答えず、「社長が知ってるところで、不法就労者を雇っているところしっていたら教えて下さい」と

いうので、「いいですよ」と言って、

「中国人クラブはどこもホステスは留学生などの不法就労ですよ・・・」と言いながら

携帯電話のアドレス帳を見ながら、中国人クラブを探していたら、

（もう）「いいです」と言うので、申告をやめました。

　そして、同日７時すぎ頃世田谷署から開放されたので、タクシーを拾って自宅へ帰りました。

　このように、警察の家宅捜査の目的は、

中国人が入管法違反の資格外活動で不法就労したことに対する幇助（助長）行為についての捜査ですが、

明確に入管法の「不法就労助長罪」が指摘する幇助（助長）行為ではないことを認めています。

　そして、刑法の幇助行為が、この段階では、源泉徴収代行サービス行為を状況証拠として、

雇用契約書が虚偽の書類だとして、

不法就労に対する刑法の幇助罪を適用させようとの（内容虚偽の罪名）の犯罪意図です。

　このあと、知り合いの弁護士に相談します。

事業者で働いた不法就労に対する幇助罪は、不法就労助長罪が適用されるので、刑法の幇助罪は聞いたこと
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がない。

「ずいぶん乱暴だな！いずれにしても入管法は行政法だから大した罪ではないが、

家宅捜査が入れば必ず逮捕されるので、その準備をしておくように。

でも解せないなああ、逮捕理由がわかれば連絡を下さい。

場合によってはとんでもないことかもしれないから！」と言われる。

　また顧問弁護士（大原法律事務所の小田切弁護士）に相談に行くと、

今回の村上弁護士を紹介され、彼も必ず逮捕されると言う。

小田切弁護士は、刑事事件はヤらないので、わからないと言う。

　家宅捜査の噂はたちまち広がり・・・・・・・・、本当にあっと言う間です。

会社の信用はなくなり、会社を閉鎖せざるを得なくなりました。

　法律事務所や会計事務所などの話を総合すると、

メンツがあるので、いずれ形式的にも逮捕されること、レフコは社長の信用でなりたっているので持たない

でしょう！また会社精算には、会社の破産が時間的にも費用的にも安く、なにより１６５名いる株主を招集

しての株主総会をやらずにすむので、会社の自己破産を大原法律事務所に依頼します。

　告訴人は、（罪刑法定主義）日本国憲法第 31条　何人も、法律の定める手続によらなければ、

その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられないのです。

　在留資格の取消に対する幇助に刑事罰はないのです。

なのに、被告訴人らは、東京簡易裁判所に、あたかも犯罪であるかのように内容嘘偽の家宅捜査令状を発行

させたのです。

家宅捜査は、犯罪を疑う理由が全くないのに、犯罪を仕組んで、虚偽の立証？目的で行なわれたのです。これ

だけでも基本的人権を無視する、重大な事です。

警察は、犯罪があると思科するときは捜査出来ますが、この場合は、事実関係の前に、

何ら法律に違反した犯罪をしていないので、特別公務員による嘘偽告訴です。

Ⅱ．嘘偽情報によるマスコミ操作の逮捕および拘留そして警察の取調べ

　平成２２年６月１４日、朝９時半過ぎだと思いますが、

警視庁警視庁組織犯罪課および世田谷署の警察官（賀来）を始めとする合同捜査チームが告訴人の自宅

（千葉市美浜区）に、家宅捜査で押収したパソコンおよび書類の返却に来ました。

　返却確認が終わると、２、３日世田谷署に来て欲しいと言われ、

２，３日分の下着などを持参するように言われたので、家内にその旨を連絡し、

玄関を出ると、２人のテレビクルーが待ち構えており、

一人は警察にワゴン車によりかかり警察官が補助する形で告訴人を撮影し、

一人は告訴人のワゴン車の前から、そして後ろに回り込み告訴人を撮影しました。

　警視庁のワゴン車に載せられ、車が走りだしたあと、車中から後ろを振り返ると、なおも撮影していまし

た。それで「何ですかあれは」と言うと、警察官（賀来）はクビを振って知らないと言う。

　世田谷署につくまで車中、ずーと警察官（賀来）は、「私は社長の味方です。」

「中国人の言っていることと社長の言うことが一致していればすぐに帰れます」。

この事をなんども繰り返して、昼前に世田谷署に着いた。

車中、弁護士（村上）に携帯から電話して、状況を説明した。

　世田谷署の取調室に入ると、正犯がした資格外活動を幇助した疑いで逮捕されました。
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１１時半頃だと思います。そして、腰紐と手錠をされました。

　この後すぐ、お昼のニュースで、

朝方の逮捕前映像が在東京のＮＨＫを初め民法テレビ局から、すべて同じ映像、

記事内容で流れたのです。（当日の弁護士接見および保釈後に会った者に聞いた）

３年間で１億円以上を稼いでいたと言う記事は、

未だに会う人に言われますが、全く虚偽で、警察の取調べや公判でも出て来ません。

　逮捕の具体的な刑法の幇助罪の理由は、虚偽の雇用契約書を作成して中国人に渡したことです。

その状況証拠として、源泉徴収代行サービスでお金を回していたこと、

面接をしていないこと、

飲食店で働いてはいけないと言っていないこと・・・などをのべます。

幇助罪ですので、故意があることを立証するのに躍起になっています。

ですから自白を共用するのです！

　この日の調書は、経歴書のような調書が２枚ですが、ワープロ入力中、告訴人は、

「飲食店で働けとか雇用もしていないので、不法就労助長行為はやっていないし、採用を内定したのは本当

で、面接していないからとか言うけど、面接していないとか！、何ですかそれは・・・・」と言うと、

　警察官（賀来）は、「社長、僕ら不法就労助長行為をしたとか言っていないよ！」。

「嘘の雇用契約書を作成した情況証拠がたくさんあるんだから・・・・」

「社長！質問にだけ答えてくださいよ・・・」と言ってワープロ入力をしている。

　告訴人は、「不法就労」に対する幇助は「不法就労助長罪」の行為しかないと思っていますので、

そのことを主張したのですが、

警察も入管法違反幇助の幇助理由が「不法就労助長罪」の行為を指していないことは同じでした。

警察官（賀来）は、法に基づかない不当な理由で逮捕、監禁で職権の濫用をしています。

　そして、内容虚偽の雇用契約書を作成したことを不法就労の幇助理由とするのです。

しかし、この反論は意見がまったくあいません。

告訴人のいう罪刑法定主義の説明に、警察官（賀来）は、聞く耳を持ちません。

　告訴人は、日本人として、この場合、どうすればよかったのですか？

検察官殿、教えて下さい！　警察官らのなすがままで、基本的人権を守れないのです。

　夕方６時頃ですが、こうやって犯罪人にさせられるんだと思うと、

朝、食べたものをすべて嘔吐しました。

　その後、８時頃警視庁月島署に拘置されました。

　夜、１０時頃、弁護士が月島署に接見に来ます。

弁護士は逮捕状のコピー？と入管法のコピーをもってきて逮捕理由を説明します。

第一は、家宅捜索時に作成した源泉徴収サービスの事実です。

もう一つは、刑法の幇助罪です。

　弁護士は事実は事実ですから認めるしかありません。

告訴人は、はい認めますと言いました。源泉徴収サービスは事実です。

しかし麹町税務署でも確認し違反ではありません。

それに、これは内容虚偽の雇用契約書を作成した情況証拠として使うものです。
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　もう一つの刑法の幇助罪については、弁護士は、

雇用契約書の作成時期と不法就労時期との時間差が幇助罪の構成要件に該当しないとの論理だったと思い

ますが、告訴人は、不法就労に対する幇助罪は、不法就労助長罪しかないと思っていましたので、弁護士の言

う、刑法幇助罪の時間差の論理はよくわかりませんでした。

それに「在留資格取消」規定に触れるものは犯罪にならないとの先入観もありました。

それで、弁護士（村上）が法的措置をとれば、すぐにでも釈放されると思い込んでいました。

　告訴人は入管法の幇助違反はしていないし、虚偽の書類（内容嘘偽の雇用契約書）も作成していないと

告げて、不法逮捕なので釈放するように依頼します。

弁護士は、「頑張りましょう」と言って、この日はそのまま帰ります。

　弁護士は２，３日して検察官（徳永）に面会してきたと月島署に報告に来ます。

釈放要求に対して、検事は釈放すると「「公判が持たない」と言う」と言うのです。

　何ですか！「公判が持たないという意味は」と詰め寄りますが明確な答えはありません。

罪刑法定主義で「公判が持たない」という意味がよくわかりませんが、村上弁護士も答えられません。

弁護人と議論しても仕方がありませんが、弁護人と告訴人の考えにずれがあることは認識しました。

　このあと、時期は再逮捕後だと思いますが、警察官（賀来）によると、

検察官（徳永）とは、家宅捜査、逮捕などについて打ち合わせ行いお友達になったと嬉しそうに話しました。

検察官（徳永）が、釈放を認めなかったのは、自白させる自信がなかったからです。

　適用法をすり替えた、違法な幇助罪を押し通すつもりですから、自白が必要なのです。

否認したことにより勾留が延々と続きました。

告訴人は、いつまで続くかわからない勾留に不安が増大するとともに、

不法就労の幇助などやっていないし、支配下にも置いていないと言うと、

「ホッタラカシにしていたから・・・」と分けの判らないことを言われ、

いくら無実を訴えても、ひたすら犯人扱いを受ける現実に目の前が真っ暗になりました。

　警察官（賀来）は、文章能力が低いと見えて、告訴人の供述を要領よく綺麗に簡潔にまとめようとするの

で、内容がまったくと言っていいほど違います。

　吐き気がするなど気分の悪い時は面倒くさくなって署名したこともありますが、供述内容が違います。一

度指摘すると、違うのであれば、弁護士さんから要求があれば、後からでも訂正出来ますからと言って、署名

を要求しますが、このことを弁護士に言うと首をかしげていました。

　そして不当逮捕から２３日後、勾留期限が迫る中、何と別の正犯２人に対する同一容疑で再逮捕されまし

た。

　

　そして荻窪署に拘置され、再び、警視庁組織犯罪化および世田谷署の合同捜査チームによる捜査取調べお

よび、東京地検による捜査取調べが行なわれました。

　警察の調べは、告訴人が警察のシナリオを認めないことに対する恫喝です。

２００９年４月の初めに３０万円がキンなる名前でレフコ社の口座に入金があることを攻めて来ました。

告訴人は共犯とされた「金軍学」へ中国延辺への出張旅費を仮払していたが、中止していたので、

その返金だと言いました。金軍学も同様に質問されて同じ回答をしています。

　警察官（賀来）は車中で、中国人と言っていることが一緒だったらすぐに帰れると言いましたが、これは

偶然一致したのです。しかし、警察は、「口裏合わせ」だと言って攻めて来ます。



19

これで警察が信用できなくなり、口が聞けなくなりました。心理状態が、口をきけなくしたのです。

　すると、警察官（賀来）は、築地書の取調室のドアをしめて密閉にして、恫喝してきます。

いつもは警察官（賀来）に同行してくる、ヤクザのような若い警察官は、

いつもはドアを開けた入口部分に、折りたたみ椅子に座り、足を柱につっぱつて座り、威圧していますが、こ

の日は閉めたドアの外で待機です。恐怖を感じました。

　「桜田門を舐めるんじゃネエヨ」

告訴人は暴力団と会話したことがありませんが、映画のヤクザそのままです。

警察官（賀来）は地のままで役者になれます。

　家内も容疑者として警察に呼ばれて聴取を受けています。それで、

「お前のカカアもいい玉だよな・・・・・・」「一般論で認めろよ」

「中国人が逮捕されてるんだど・・」

「カカアの話だと、ずいぶん恩義にあついそうじゃないか」

「かっこわるいぞ」「おい認めろよ・・・・」

　言われれば言われるほど、頭が空回転し、口が聞けず、吐き気がしてきます。

こうした取調べが何日も続き、最後は、

「よーし」「それじゃいいな」

「お前のこと徹底的に調べてやるからな」そう言ってやっと事実調査に行きます。

　何のことはない、警察は事実関係を何も調べずに逮捕しているのです。

　告訴人の主張は、罪刑法定主義に基づく不当逮捕を主張しましたし、

この告訴の趣旨も事実関係よりも法に基づかない不当逮捕ですので、

事実関係については割愛しますが、警察は１周間ほどの調査のあと、態度が一変します。

　会計事務所では、源泉徴収サービスで年末調整や所得税の支払事実などで、１人１万円の収入などレフコ

社にとって何の役にもたっていなかったことや、ここ数年は黒字が続いているなど財務諸表をもとに細か

く説明したようです。取引先の評判もよかったようです。

告訴人の逮捕をテレビで知って、川鉄商事時代の上司が心配して携帯電話に電話すると、

発信人の電話番号より住所を探して事情聴取に行っています。

　一部を警察官（賀来）は告訴人に打ち明けます。

「調査結果は検事さんに報告しておきましたからね」「接見禁止は取れますよ。」

「釈放のために携帯電話を充電しておきますよ。」

「弁護士さんに検事さんのところに言って釈放してくれるように社長から言ってくださいよ。」

「普通はこんなの事件にならないですよ・・・」などという。

　村上弁護士に言ってもNOです。

この事を警察官にいうと、「弁護士も検事さんも若いからなあ」

「両方ともトンがちゃってるからなあ」と他人ごとに言う。

　告訴人が、「なに言っているんだ、警察が検察送りにしたんだから、責任取るのは、お前らだろ！」

と言うと「やってますよ、検事さんには毎日、資料を出して説明してますよ」

「でも、身柄が検察にあるのでウチらのはどうにもならないんですよ」

　最後、警察は、刑法幇助罪を適用する、故意を立証できないことに気づいたようですが、

どうにもなりませんでした。
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でも、まだ、この段階でも、嘘偽告訴は認めていません。

あくまで嘘偽告訴で、通すようです！

　起訴の数日前に、警察官（賀来）が荻窪署にやってきて、「情報を仕入れてきました」

「見せしめのために起訴するそうです！」と言うのです。

　「裁判は見にいきますから頑張ってくださいよ」と言うのです。

「見せしめにするとのことですから、このことを念頭に裁判をしたほうがいいですよ」

告訴人は、もう何も言いません。

　弁護士（村上）には、この意味はわかりません。

事実、公判は初めの２，３回は係長かな？

それに見たこともない私服警察官が傍聴に来ましたが、

弁護士（村上）の公判をみて安心したかのように、来なくなりました。

　告訴人も、弁護士（村上）の力量には期待しませんでしたので、公判でも、

弁護がスムースに行くように弁護士（村上）の書いたシナリオを暗記して、そのとおりに供述しました。

　起訴の前日、警察官（賀来）と主任と呼ぶ坊主頭の警察官がが荻窪署にやってきて来て、

取調室でワープロを開き中を見ながら、何を言うわけでもないのです。

　何をしに来たのだろう？それで、告訴人は再度、確認します。

　告訴人が、不法就労助長罪の行為をしていないことを言うと、警察官（賀来）は、

「誰もそんなことは言っていない」「じゃ、何だ」と言うと、黙ってしまうのです。

　それで告訴人は、二人に、「この事件は１００年かかっても争う！」

「絶対に許さないからな」と言って睨みつけると、

　坊主頭の警察官が、「こりゃ、長くかかるな」と言うのです。

そして、何をしにきたのかわかりませんが、二人は帰っていくのです。

　このように、資格外活動に対する幇助罪として、「不法就労助長罪」の適用でないことは、

最後も一致しました。

　不法就労に対して、在留資格の取り消しを理由として、

不法就労の幇助理由としたことに対する釈明は最後までありませんでした。

内容虚偽ですから、釈明できるはずはありませんよね。

　そして、平成２２年７月２６日の起訴されました。

　起訴されると、起訴状を荻窪書の警察官より受け取りました。

　同日夜、村上弁護士が起訴状をコピーするために、荻窪書の留置場に来ました。

そして、そのまま荻窪署に拘置されていましたが、平成２２年８月６日、東京拘置所に移され拘置されまし

た。

　なお、弁護士は、弁護士基本職務規定に添って、法令調査をせず、警察官、検察官らの適用法誤りを指摘せ

ず、弁護士法の人権擁護の弁護活動をしていませんので、弁護士会へ懲戒請求を申し立てています。

　そして、弁護人の行為は、特別公務員の犯罪を弁護士法に反して、

未必の故意で助長していますので、それぞれの幇助罪で告訴をする予定です。



21

Ⅲ．用意周到に計画された嘘偽情報操作による犯罪の遂行事実

　平成２２年６月１４日、朝９時半過ぎだと思いますが、玄関を出ると、玄関前に警察のワゴン車を移動し

て止め、警察と癒着した２人のテレビクルーが待ち構えており、一人は警察のワゴン車によりかかり警察官

が補助する形で告訴人を撮影し、一人は堂々と、告訴人をワゴン車の前から、そして後ろに回り込み告訴人

を撮影しました。おそらく、ニュース製作会社の関係者だと思いますが、玄関前の道路一杯を使っての、

正に警察と一体になってのビデオ撮影でした。

　このニュースは、当日お昼前後の各テレビ局のニュースで一斉に放映されたと聞いています。

尚、千葉市内の新聞は翌日の朝刊で、読売、サンケイ新聞は翌日の朝刊で掲載したが朝日新聞、毎日新聞、

日経新聞は報道されていないとも聞いています。

１．記事の内容は概ね以下のようです。

　「中国人留学生らに長期滞在できるビザを取らさるため、ウソの雇用契約書などを東京入管に提出したと

して、警視庁はブローカーの男２人を逮捕しました。

入管難民法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・千代田区のコンピューターソフト開発会社社長、

長野恭博容疑者（６０）千葉市美浜区高[...]ら２人です。

　２人は中国人留学生に長期の在留ビザを取得させるため、長野容疑者の会社に勤めているというウソの

雇用契約書を東京入管に提出し、資格外活動をほう助した疑いが持たれています。

　２人は中国人留学生らに専門職につくためのビザで入国させては、本来従事させてはいけない居酒屋な

どの単純労働をさせていて、不法に就労ビザを取得させ、およそ３年間に手数料などの名目で約 60人から

計約１億円を受け取っていたという。

　調べに対し、長野容疑者らは「金のためだった」と容疑を認めているとのことです。

レフコ社は、昭和 58年 10月設立、資本金 16,492万円、従業員約５名、年商約１億円。

２．ニュースリソースは、警察官であり、共同製作です。

　ビデオ撮影は、千葉市美浜区高浜６－１８－９の告訴人の自宅前で、時間は、逮捕当日の１０時から１０

時３０分ごろです。逮捕は世田谷署で１１時３０分頃です。テレビのニュースは、各社とも１２時前後のお

昼のニュースです。

　したがって、逮捕前の情報がなければ、告訴人の自宅へくることもできず、逮捕前の映像を不法に撮影す

ることも出来ません。

　警察と一体になっての違法撮影でも、ビデオ撮影後のニュース映像を、逮捕後すぐに放映することは不可

能です。

　明らかに警察官らが、ニュース製作会社、テレビ局に、不法に虚偽情報を流し、そして警察の協力のも

とに制作されています。

３．嘘偽の逮捕情報

　この記事の情報操作、明らかに下記はウソです。犯罪にならないことを、犯罪にでっち上げています。
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　入管に申請書を提出したのは、彼らが在学中の１２月であり卒業していない。

ビザで入国させては・・・は、入国させていない。彼らは既に学生ビザで在日中であった。

　ウソの雇用契約書を東京入管に提出し、資格外活動をほう助した疑いが持たれています。

この段階で、既に入管法を無視した「ウソの雇用契約書」を使って、犯罪をでっちあげている。

これが、今回の犯罪の核心を成す、入管法の在留資格の取消し（第２２条の４　４項）のすり替え部分です。

　警察の職権濫用で、犯罪をでっち上げている。

　仮に虚偽の雇用契約書を正犯が東京入管に提出したとしても、不法就労とはなんら関係がない「在留資格

取消」と「不法就労」を関係づけて虚偽です。

　もし、報道するのであれば、「在留資格取消」を報道しなくてはならないが、正犯は在留資格取消を受けて

いないので虚偽になる。

　告訴人はなんら犯罪者にならないが、あたかも犯罪者のように虚偽報道しているのです。

３年間で 60人　１億円を荒稼ぎしては、３年間、１億円は根拠がない。

（過去は、役員報酬として告訴人が年収３０００万円、家内が年収３００万円を受けていた）

　60人は延べ在留許可取得数であろうが、内３０～４０人は、南天協創、シンクスカイ（南天協創より分

離）との協定で両社が設立してすぐだった為、直接、中国より技術者を招聘できないので、レフコ社が依頼

を受けて、南天協創、シンクスカイが指示する、主として中国の南天集団の技術者を招聘し、両者へ請負い派

遣したものです。

　入管の招聘会社資格としては、１期分の決算書を添付しなければ申請できないからです。

（南天協創は、１年間の決算書ができると、直接、中国から技術者を招聘している）

　正当な商取引を犯罪としてでっち上げる全く悪質な、嘘偽情報の流布で犯罪者像をでっちあげて悪人イ

メージを植え付けている。

　「金のためだった」と容疑を認めていると、嘘偽の断定をしている。

警察は逮捕初日から「金のためだった」の供述を強要します。しかし、会計事務所の調査でそうでないことが

立証されているが、でっち上げている。又、容疑を認めているとでっち上げている。

　本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて・・・・・・・は、居酒屋などで単純労

働などさせていないことは、５月に逮捕された、正犯が既に供述しているし、捜査の警察官も働かせていな

いとしている。

管理下にも置いていないことは、正犯は供述調書に供述しているので、虚偽です。

　家宅捜査そしてそれ以降も警察は一貫して、告訴人が「不法就労助長罪」の行為をしたなど言っていない

し、「不法就労助長罪」の行為ではないと明確に認めている。国民向けの偽装工作です。

４．報道の関連

　このニュースは多くの国民に逮捕の正当性を抱かせたのです。またこのニュースが、裁判官らの予断を招

いたのは、裁判官らが結果として法律違反の犯罪行為をしていることから容易に推測できます。従って、実

行行為を促進したことは明白なのです。

　告訴人は、未だに、3年間で 1億円を稼いだとのニュース記事を言われます。

　6月１ 6日（水）17日（木）告訴人が護送車で検察庁、裁判所に行く際、月島警察署の裏門にはあふれん
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ばかりのマスコミ関係者でいっぱいでした。

　門を出て護送車が動き出すと、護送車の刑務官から伏せるように指示がありました。

　また 1８日（金）は、同室の者が検察庁に護送車で行く際には、マスコミ関係者で溢れ返っていたと言い

ます。収容者の収容理由からすると、告訴人しかいないと言われました。

　留置所内で、実名などの個人情報は言えませんが、会話は自由にできます。

　その後、告訴人にはフリーライターより接触があったが、雑誌社が記事にしなかったのは、時間的余裕が

あったので名数表記や裏付け調査や法律の調査を行い、その結果、告訴人は無罪と断定したからのようです。

　それで感心は、冤罪事件としての報道であったが告訴人は、この時点での申し出は家内や息子の反対もあ

り断った。

　なおマスコミの報道は、警察報道を垂れ流し、未必の故意で警察官の犯罪を助長していますので、幇助罪

で告訴をします。

第５章　告訴人の被害

　　被告訴人らの、日本国法を侮辱する、悪質な虚偽告訴及び職権濫用により、

告訴人は、懲役１年半、罰金１００万円の実刑を受けた。

２０１０年６月１４日に逮捕・監禁され、２０１１年６月２４日に保釈を受け、

２０１２年３月５日に収監され、２０１３年３月１９日に満期出所をしました。

　そして、告訴人は、肉体的苦痛や精神的苦痛、社会的信用を失い、会社を自己破産させ、

そして逮捕、長期の拘留などにより、その結果として株式公開準備会社の破産、特許登録の機会消滅や持ち

家の消失、会社の連帯保証債務の弁済などで、すべての信用、財産や収入などを失うことになったのです。ま

た妻子も同様の苦痛を受けたのです。

　また告訴人が代表取締役であった株式会社レフコは、当事件を発端として自己破産となり１６５人以上

を超える株主は経済的損失と精神的苦痛を受けたのです。日本社会に与える影響は大きいものであります。

また関連して中国人民および中国政府や国際社会に与える影響は甚大であります。

　告訴人は、この逮捕、監禁によって、逮捕された年の１月に母親を亡くしましたが、初盆も出来ず、収監に

より、３回忌も出来ませんでした。家内は、妹や姪、姪の亭主らより、連帯保証人（妹）として、どうしてくれ

ると恫喝もされていました。告訴人は姪から今でも恫喝されています。妹は２００３年８月ガンでなくなり

ました。姪は癌の因果関係は告訴人にあると言います。

勿論、葬儀にいくことはありません。

その後も、告訴人は、今も手紙などで姪から嫌がらせを受けています。

　家宅捜査の噂は１、２日で取引先などに伝わり、

逮捕の報道は友人などにも伝わり、唾をかけられるほどの仕打ちです。

これは、告訴人が、清廉潔白を自負し理屈を言っていたしっぺ返しかもしれませんが、

テレビや新聞の報道の怖さを感じます。

　中国人もいなくなりました。

告訴人に友好的な中国人は、私の話を聞いて、日本が怖くなったと言って中国に帰って行きました。

　家宅捜査後、レフコ社がみずほ銀行と三菱UFJ銀行より借入れし、告訴人の自宅をみずほ銀行に根担保

で差し入れ、そして告訴人、家内と妹が連帯保証して、さらに千葉県信用保証協会の保証を受けている借り

入れ分は、レフコ社を自己破産させても、派遣の仕事だけは継続して新会社に移管させ、収入を確保して代



24

位弁済しようとして、

急ぎ設立した、合同会社未来も、逮捕により、完全に無になりました。

警察官（賀来）は、株式会社レフコを倒産に追いやっているにもかかわらず、

合同会社未来の設立を知ると、株式会社レフコは偽装倒産だと言う始末でした。

　告訴人は日本国憲法で保証されている、すべての財産権を剥奪されました。

信用、今後の収入もなくし、まだ負債を背負っております。

携帯電話関係の特許２件について特許登録の依頼していましたが、２年以上の特許審査が済、登録が認めら

れましたが、東京拘置所に収監中でしたので、特許事務所も告訴人と連絡が取れず、結局、登録が消滅してし

まい、巨額の特許権の販売もなくなりました。

　妻子はテレビや新聞の報道により、又、妻は、容疑者として取調べを受け、精神的な苦痛を受けています。

また経済的には前記した事情により大きな苦痛を受けております。

　息子は結婚を延期して、被告人の裁判費用そして、告訴人が連帯保証をし、根抵当を入れていた自宅の任

意競売を、借り入れ資金で購入しており、多額の負債を抱えております。

　株式会社レフコは、当事件を発端として自己破産となり、

１６５人以上の株主も出資金等で経済的損失と　株式公開の夢が潰れ精神的苦痛をうけたのです。後述し

ますが、やっとV字回復のチャンスを得たのですが、残念でなりません。

　告訴人は、２０１３年３月１９日に満期出所後、体調が優れませんが、

検察官による自発的な再審請求（起訴取り下げ）があり、

謝罪の上、財産権の復活をしてくれるのを待っておりましたが、

犯罪人特有のずるさで、あくまでも逃げ通すつもりですので、

国際社会の助言により

司法関係者を「虚偽告訴罪」及び「特別公務員職権濫用罪」で告訴せざるを得ません。

　この事件の深刻さは、罪刑法定主義違反という、あってはならない犯罪を、

この事件に関わるすべての司法関係者が、職権の濫用という、あってはならない形式で、

ごく普通に、あたり前のように犯していることです。

　ネットを見て、告訴人にメールを送る国際社会の人々は、

日本で、起こったこの事件を信じられないと言います。

日本は、先進国家で法治国家だと、国際社会の人々は思い込んでいたのです。

　日本では、事実誤認による冤罪はよく聞く話ですが、この事件は、事実関係ではなく、

犯罪をでっち上げ、ありもしない法律（私法）で逮捕、監禁したのです。

　司法関係者による罪刑法定主義を否定する犯罪行為です。

憲法９９条も無視する、国家のあり方さえ否定した犯罪なのです。

　憲法や法律を無視して家宅捜査、逮捕、起訴、裁判をしており、

そこにはたくさんの検察官や裁判官が関わっているのに、

そして弁護士がついるのに・・・・・「どうして！」「信じられない！」と言います。

第６章　其の他

Ⅰ．立証方法
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１．起訴状

２．日本国憲法、出入国管理及び難民認定法並びに刑法等

３．入管法改正にかかる国会議事録（本会議および委員会等）

（法の創設および改正趣旨）

4．東京地裁判決、東京地裁判決、最高裁決定

Ⅱ．関係情報

起訴状

（平成２２年東地庁外領第６４８７、６６２４

平成２２年検第１７４６１、１７４６２、２９２１５、２９２１６）

東京地裁判決

平成２３年４月２６日宣告平成２２年特（わ）第１６５５号

控訴趣意書

平成２３年７月２７日平成２２年特（わ）第１６５５号

東京高裁判決

平成２３年９月２２日宣告平成２３年（う）第１０５５号

上告趣意書（告訴人）

２０１１年１１月２９日平成２３年（あ）第１７５６号

上告趣意書（弁護人）

平成２３年１２月６日平成２３年（あ）第１７５６号

最高裁決定

平成２４年１月２３日平成２３年（あ）第１７５６号

異議申立書（告訴人）

平成２４年１月２７日平成２３年（あ）第１７５６号

異議申立書（弁護人）

平成２４年１月２５日平成２３年（あ）第１７５６号

最高裁決定

平成２４年２月２日平成２４年（す）第３８号、第４５号

Ⅲ．添付書類

起訴状１通

その他　必要な資料は、上記関係情報より取得してください

フィリッピン大使館入管法違反　読売新聞記事コピー　１枚

〒261-0003

千葉市美浜区高浜６－１８－９

長野恭博

Eメール　　nagano@miraico.jp

携帯電話　　090-4824-7899
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